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欧
陽
脩

の
『
居
士
集
」
編
纂

の
意
圖

東

英

壽

序

言

一
般
に
、
作
者
は
作
品
を
ほ
ぼ
作
り
上
げ
た
後
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
を
更
に
少
し
ず

つ
修
正
加
筆
し
、
よ
り
高

い
完
成
を
目
指
し

て
連
績
的
螢
爲
を
行
な
う
。
か
か
る
純
化
の
辮
謹
法
は
、
推
敲
と
言
わ
れ
る
作
業
で
あ
る
が
、
北
宋
の
文
人
欧
陽
脩

は
、
と
り
わ
け
推
敲

に
次
ぐ
推
敲
を
重
ね
、
そ
の
生
涯
を
か
け
て
、
よ
り
完
成
度
の
高
い
作
品
を
創
り
上
げ
よ
う
と
し
た
人
物
で
あ
る
。
後

に
『
欧
陽
文
忠
公

文
集
』
を
編
輯
し
た
南
宋
の
周
必
大
は
、
そ
の
後
序

(平
園
績
稿
巻
十
二
所
牧
)
に
於
い
て
、甲欧
陽
脩
の
推
敲
の
有
様
を
次
の
如
く
述
べ
る
。

公
は
文
を
作
る
に
、
之
を
壁
聞
に
掲
げ
、
朝
夕
改
定
す
。

こ
の
様
に

一
篇
の
作
品
を
完
成
さ
せ
る
場
合
の
み
な
ら
ず
、
彼
は
そ
の
晩
年
、
自
身

の
文
集
に
以
前
の
作
品
を
牧
録
す
る
際
に
も
、
一

そ

の
作
品
の
内
容

・
表
現
を

一
再
な
ら
ず
検
討
し
直
し
、
手
ず
か
ら

『居
士
集
』
五
十
巻
を
完
成
さ

せ
た
。

郎
ち

『
居
士
集
』
こ
そ

は
、
欧
陽
脩
自
身
の
手
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
唯

一
の
詩
文
集
な
の
で
あ
る
。
從

っ
て
、
こ
の
文
集
の
編
纂
意
圖
を
明
ら
か
に
す
る
こ

欧
陽
脩
の

『居
士
集
』
編
纂
の
意
圖

(東
)
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と

は
、

『居
士
集
』
に
未
牧
録

の
作
品
を
含
め
た
彼
の
数
多
い
詩
文
を
理
解
す
る
う
え
に
於

い
て
も
、
鉄
か
す
こ
と

の
で
き
な
い
重
要

な
テ
ー
マ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
小
論
で
は
、
欧
陽
脩
が
自
己
の
詩
文
集
を
編
纂
す
る
過
程
に
於
い
て
、
先
行
作
品
の
内
容
や
表
現
に
つ
い
て
、
如
何
な
る
部

分
を
削
除
し
、
あ
る
い
は
書
き
直
し
た
の
か
と
い
う
ご
と
に
着
目
し
て
考
察
し
、
あ
わ
せ
て
そ
こ
か
ら

『
居
士
集
』

五
十
巻
の
編
纂
に

臨
ん
だ
彼
の
意
氣
を
窺
お
う
と
思
う
。

中
國
文
學
論
集

第
十
七
號

16

今
日
、
我

々
の
見
る
こ
と
の
で
き
る
欧
陽
脩

の
著
述
は
、

南
宋
の
周
必
大

(
=

二
六
ー

=
一〇
四
)
ら
の
編
輯
し
た

『欧
陽
文
忠
公

文
集
』
一
百
五
十
三
巻
に
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て
い
る
。

欧
陽
脩
自
身
が
編
纂
し
た

『居
士
集
』
五
十
巻
は
、

こ
の

『
漱
陽
文
忠
公
文
集
』

巻

一
ー

巻
五
十
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
。

 そ
こ
で
先
ず
、
『
居
士
集
』
五
十
巻

・
詩
文
七
百
六
十
六
篇
の
構
成
に
つ
い
て
、
巻

一
か
ら
順
に
ま
と
め
る
と
次

の
如
く
で
あ
る
。

・
巻

一
ー

九

・
巻
十
ー

十
四

。
巻

十

五

。
巻

十

六

・
十

七

。
巻

十

八

古
詩
二
二
九
首

律
詩
二
九
三
首

賦
五
篇
、
雑
文
五
篇

論

一
〇
篇

経
旨

一
一
篇
、
辮

一
篇



。
巻
十
九

。
巻
二
十
ー

二
十
三

。
巻

二
十

四

・
二
十

五

。
巻
二
十
六
-

三
十
七

。
巻
三
十
八

。
巻
三
十
九

・
四
十

。
巻
四
十

一
-

四
十
三

。
巻
四
十
四

。
巻
四
十
五

・
四
十
六

。
巻
四
十
七

。
巻
四
十
八

。
巻
四
十
九

・
五
十

詔
塑

八
篇

神
道
碑
銘

=

篇

墓
表

一
四
篇

墓
誌
銘
七

一
篇

行
状
二
篇

記

一
八
篇

序
二
四
篇

序
山ハ
篇
、
傳

一
篇

上
書
二
篇

書
八
篇

策
問

=

一篇

祭
文
三
七
篇

牧
録
さ
れ
た
作
品
の
制
作
年
代
は
、
大
凡
彼
二
十
五
歳
か
ら
晩
年
の
六
十
四
歳
ま
で
の
四
十
年
の
長
き
に
亙
っ
て
お
り
、
制
作
年
に

偏

り
は
見
ら
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、

『
居
士
集
』
五
十
巻
が
欧
陽
脩
自
身
の
手
に
よ

っ
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
胡
何
の

「欧

陽
文
忠
公
年
譜
」

(
1
)

や
陳
振
孫
の

『
直
齋
…書
録
解
題
』
等
に
記
事
が
あ
る
が
、
次
に
畢
げ
る

『文
献
通
考
』
巻
二
百
三
十
四
、
経
籍
考
六
十

一
の
記
事
に
は
、
17

 

敏
陽
脩
の
『居
士
集
』
編
纂
の
意
圖

(東
)



中
國
文
學
論
集

第
十
七
號

石
林
葉
氏
の
言
葉
を
引
い
て
以
下
の
様
に
述
べ
る
。

石
林
葉
氏
日
く
、
欧
陽
文
忠
公
晩
年
に
平
生
爲
る
所
の
文
を
取
り
て
、
自
ら
編
次
す
。
今
の
所
謂

『
居
士
集
』
は
、
往
往
に
し
て

一
篇
は
敷
十
た
び
過
ぐ
る
に
至
る
。
累
日
去
取
す
る
に
決
す
る
能
は
ざ
る
者
有
り
。

こ
こ
か
ら
、
欧
陽
脩
が

『
居
士
集
』
を
編
纂
し
た
の
は
、
彼
の
晩
年
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
と
こ
ろ
で
陳
尚
君

は
、

「
欧
陽
脩
著

(
2

)

述
考
」
に
於
い
て
、
『
居
士
集
』
所
牧
の
作
品
中
で
、

一
番
最
後
に
作
ら
れ
た
も
の
は
、
巻
四
十
四
の

「酵
簡
粛
公
文
集
序
」
で
あ
る
と

指
摘
す
る
。
そ
の
睨
稿
は
、
こ
の
作
品
中
に
欧
陽
脩
自
身
が
記
し
て
い
る
様
に
、
熈
寧
四
年

(
一
0
七
一
)
五
月
で
あ

る
。
更
に

『
居
士

集
』
の
各
巻
末
に
は
、
欧
陽
脩
が
息
子
の
獲
ら
と

『居
士
集
』
を
編
纂
し
終
わ

っ
た
年
月
が
附
し
て
あ
り
、
そ
れ
に
は
熈
寧
五
年

二

(
3

)

〇
七
二
)
秋
七
月
と
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
『
居
士
集
』
の
編
纂
期
聞
は
、
そ
の
最
後
の
作
が
完
成
し
終
わ
っ
た
熈
寧
四
年
五
月
以
降
、

翌
煕
寧
五
年
秋
七
月
ま
で
の
大
凡

一
年
有
除
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の

『居
士
集
』
が
完
成
し
た
翌
月
、
即
ち
熈
寧

五
年
開
七
月
に
、
欧
陽
脩
は
六
十
六
歳
で
没
し
た
。
い
わ
ば
彼
は
、
燃
え
鑑
き
よ
う
と
す
る
生
命
の
火
を
予
感
し
つ
つ
、

『居
士
集
』

編
纂
に
專
心
し
、
ま
さ
し
く

『
居
士
集
』

の
完
成
と
と
も
に
、
途
に
そ
の
炎
を
燃
焼
し
壷
く
し
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。

鰍
陽
脩
が

『居
士
集
』
を
編
纂
す
る
際
に
、
以
前
の
作
品
の
幾
篇
か
に
手
を
加
え
た
経
緯
に
つ
い
て
、
周
必
大
は

「欧
陽
文
忠
公
集

後
序
」
(平
園
績
稿
巻
十
二
)
の
な
か
で
次
の
様
に
言
う
。

惟
だ

『居
士
集
』
の
み
公
の
決
澤
を
経
、
篇
目
は
素
よ
り
定
ま
れ
り
。
而
し
て
衆
本
を
参
考
す
れ
ば
、
其
の
餅

を
増
損
す
る
こ
と

百
字
に
至
る
者
有
り
。
後
章
を
移
易
し
て
前
章
と
爲
す
者
有
り
。

皆
已
に
其
の
下
に
附
注
す
。

「
正
統
論
」
・
「
吉
州
學
記
」
・
「瀧

、
岡
肝
表
」
の
如
き
は
、
又
迫
然
と
し
て
同
じ
か
ら
ざ
れ
ば
、
則
ち

『外
集
』
に
牧
賓
す
。
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『
居
士
集
』
編
定
の
際
に
」
既
に
完
成
し
て
い
た
先
行
作
品
に
筆
を
入
れ
た
結
果
、
作
品
の
う
ち
の
幾
篇
か
は
字
数
が
増
減
し
、
幾

篇

か
は
文
章
構
成
に
修
改
が
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
後
述
す
る

「
正
統
論
」
は
、
文
章
の

一
部
が
書
き
替
え
ら
れ
た
後
に
、

『
居
士
集
』
に
牧
録
さ
れ
た
。
書
き
替
え
ら
れ
る
以
前
の
作
品
は
、
後
に
周
必
大
ら
に
よ

っ
て
全
て

『居
士
外
集
』

に
牧
め
ら
れ
て
い

る
。
し
か
も
周
必
大
ら
は
、

『
敏
陽
文
忠
公
文
集
』

一
百
五
十
三
巻
を
編
輯
す
る
際
に
、
當
時
流
傳
し
て
い
た
諸
本

に
よ

っ
て

『居
士

集
』
を
丹
念
に
校
訂
し
、
欧
陽
脩
が
か
か
る
文
集
の
編
纂
に
當

っ
て
書
き
替
え
た
り
削
除
し
た
作
品
に
つ
い
て
、

『
居
士
集
』
五
十
巻

の
各
巻
末
に
逐

一
校
勘
記
を
附
し
、
指
摘
し
た
。
こ
の
校
勘
に
よ

っ
て
、
欧
陽
脩
が

『居
士
集
』
編
纂
の
際
に
、
手

を
加
え
た
箇
所
が

明
確
に
我

々
の
眼
前
に
浮
か
び
上
が

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ψ

こ
こ
で
確
認
の
た
め
に
、
周
必
大
ら
に
よ
る

『欧
陽
文
忠
公
文
集
』
編
纂
の
経
緯
に
つ
い
て
、
簡
輩
に
ふ
れ
て
お

こ
う
。
こ
の
文
集

は
、
南
宋
の
政
治
家
で
あ
り
文
學
者
で
あ
る
周
必
大
を
中
心
に
、
孫
謙
盆

・
丁
朝
佐

・
曾
三
異
ら
に
よ
っ
て
、
南
宋
の
紹
煕
二
年

(
=

九

一
)
か
ら
慶
元
二
年

(
二

九
六
)
ま
で
の
、

實
に
六
年
聞
の
長
き
に
亙

っ
て
編
輯
さ
れ
た
。

し
か
も
、

か
か
る

『欧
陽
文
忠
公
文

集
』
は
、
先
行
す
る
十
敷
以
上
の
諸
本
を
入
念
に
校
訂
し
て
お
り
、
加
え
て

『居
士
集
』
各
巻
末
に
附
す
る
校
勘
に
み
ら
れ
る
周
必
大

ら

の
考
証
は
特
に
綿
密
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
極
め
て
信
頼
す
る
に
足
る
も
の
が
あ
り
、
さ
れ
ば

こ
そ
こ
の
周
必
大
ら
の
南
宋
本
が
、
後

(
4

)

の
欧
陽
脩
文
集
の
版
本
の
決
定
版
と
な

っ
て
今
日
に
傳
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
周
必
大

・
孫
謙
盆

・
丁
朝
佐
ら
の
附
し
た

『
居
土
集
』
五
十
巻
の
各
巻
末
の
校
勘
記
を
通
覧
す
る
と
、
諸
本
聞
に
於
け
る
字

句
の
異
同
の
指
摘
以
外
に
、
次
の
四
箇
所
に
於
い
て
、
欧
陽
脩
が

『居
士
集
』
編
纂
に
當

っ
て
作
品
を
入
れ
替
え
た
り
、
書
き
直
し
た

と

い
う
注
目
す
べ
き
指
摘
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
巻
十
六

「
正
統
論
」
、
巻
十
七

「本
論
」
、
巻
十
八

「
易
或
問
」
、
及
び
巻
三
十
九

「
吉

欧
陽
脩
の

『居
士
集
』
編
纂
の
意
圖

(東
)
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中
國
文
學
論
集

第
十
七
號

州
學
記
」
で
あ
る
。

小
論
で
は
、
こ
の
な
か
で
特
に
修
改
の
跡
が
顯
著
で
、
且
つ

『居
士
集
』
編
纂
に
於
け
る
欧
陽
脩
の
意
圖
を
具
膣
的
に
見
出
し
得
る

も

の
と
し
て
、
「
正
統
論
」

・
「本
論
」

・
「
易
或
問
」
の
三
作
品
を
直
接
の
考
察
樹
象
と
す
る
。
巻
三
十
九
の

「吉
州
學
記
」
に
つ
い

て
は
、
校
勘
記
に
擦
る
と
、
當
時
初
稿
と
決
定
稿
と
の
二
篇
が
世
聞
に
傳
わ

っ
て
お
り
、
欧
陽
脩
は
當
然
の
如
く
決
定
稿
の
み
を

『
居

士
集
』
に
牧
め
た
の
で
あ

っ
た
。
『居
士
集
』
か
ら
漏
れ
た
初
稿
は
、
『
居
士
外
集
』
に
牧
録
さ
れ
、
決
定
稿
と
共
に
今
日
に
傳
わ

っ
て

お
り
、
上
記
三
作
と
は
い
さ
さ
か
様
相
を
異
に
す
る
。
從

っ
て
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

そ
こ
で
、
先
に
畢
げ
た

「易
或
問
」
・
「
本
論
」
・
「
正
統
論
」
に
於
い
て
、

『
居
士
集
』
編
纂
に
當
り
、

欧
陽
脩
が
如
何
に
手
を
加
え

た

の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
先
ず

「易
或
問
」
に
於
い
て
は
、
既
に
完
成
し
て
い
た
三
篇
の
作
品
の
う
ち
、

一

篇
を
創
り
、
そ
れ
を
別
の

一
篇
と
差
し
替
え
た
。
創
ら
れ
た

一
篇
は
、
今

『
居
士
外
集
』
に
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
「本
論
」
は
、
も
と
も

と
上

.
中

・
下
の
三
篇
で
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
欧
陽
脩
は
『居
士
集
』
編
纂
の
際
、
上

一
篇
の
み
を
削
除
し
た
。
こ

の

一
篇
も
、
『
居
士

外
集
』
に
牧
録
さ
れ
て
い
る
。
「
正
統
論
」
の
場
合
は
、

前
二
例
よ
り
や
や
複
雑
で
あ
る
。

即
ち
、
欧
陽
脩
は

「
正
統
論
」
に
關
す
る

十

一
篇
の
作
品
を
、
創
除
し
た
り
書
き
直
す
こ
と
に
よ

っ
て
、
五
篇
に
整
理
し
て

『居
士
集
』
に
牧
録
し
た
。
元
の
作
品
は
、
如
上
の

場
合
と
同
様
に
今
日

『
居
士
外
集
』
に
集
め
ら
れ
て
い
る
。
以
上
の
三
例
が
、
欧
陽
脩
が

『
居
士
集
』
編
纂
時
に
先
行
作
品
を
修
改
し

た
最
も
大
き
く
、
か
つ
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
例
で
あ
る
。

・
小
論
で
は
、
こ
う
し
た
事
例
に
着
目
し
、
欧
陽
脩
が
自
身

の
文
集
を
編
纂
す
る
際
に
、
ど
う
し
て
こ
の
様
に
自
ら

の
先
行
作
品
を
改

め
よ
う
と
し
た
か
に
つ
い
て
、

以
下
の
各
章
に
於
い
て
、、
そ
れ
ぞ
れ

『居
士
集
』
所
牧
の
作
品
と
元
の
作
品

(『居
士
外
集
』
所
牧
)
と
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を
具
燈
的
に
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

二

 

先
ず
、

「易
或
問
」
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

「易
或
問
」
は
、
欧
陽
脩
自
身
の
編
纂
に
よ
る

『居
士
集
』
の
巻
十
八
に
三
篇
、
及
び

『居
士
外
集
』
巻
十
に

一
篇
牧
録
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
『欧
陽
文
忠
公
文
集
』
を
編
輯
し
た
孫
謙
盆
ら
が
、
『居
士
集
』
巻
十
八
の
巻
末
に
附
し
た
校
勘
記
に
は
、

初
め
、
公

「易
或
問
」
三
篇
を
作
る
。
第
二
篇
は
、
卦
交
象
象
を
論
ず
。
其
の
後
、
刷
去
し
、
別
に

一
篇
を
作
り
繋
僻
を
論
ず
。

此
の
巻
に
載
す
る
所
、
是
れ
な
り
。
元
の
卦
交
象
象
を
論
ず
る

一
篇
は
、
諸
本
皆
載
せ
ず
。
恐
ら
く
は
、
遂
に
棄
遺
さ
る
。
今
、

外
集
第
十
巻
に
編
入
す
。

と
述
べ
る
。

都
ち

「易
或
問
」
は
、
本
來

『居
士
集
』
所
牧
の
其
の

一
、

其
の
三
ぷ

及
び

『
居
士
外
集
』
所
牧
の

一
篇

(以
下
、
善
.

其
の
二
と
呼
ぶ
)
が
先
に
創
作
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
久
し
く
し
て
、
今
の

『居
士
集
』
所
牧
の
其

の
二

(以
下
、
新

.
其
の
二
と
呼
ぶ
)

が
作
ら
れ
た
の
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
欧
陽
脩
は
、
『
居
士
集
』
を
編
纂
す
る
際
に
、
「易
或
問
」
其
の

一
、
薔

・
其
の
二
、
其
の
三
の

一

連

の
作
品
の
う
ち
、
菖

・
其

の
二
を
削
除
し
、
そ
の
部
分
に
新

・
其
の
二
を
補
填
し
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
こ
で
本
章
で
は
、
敵
陽
脩
が
な
ぜ
奮

・
其
の
二
を
新

・
其
の
二
と
入
れ
替
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
二
作
品
を
相
互
に
比

較
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
し
た
い
。

先
ず
、

「易
或
問
」
其
の

一
、
其
の
三
の
内
容
に
つ
い
て
簡
輩
に
ま
と
め
て
お
く
と
、
其
の

一
で
は
大
衛
の
敷
が
笠
占

の
一
法
に
過

欧
陽
脩
の

『居
士
集
』
編
纂
の
意
圖

(東
)
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ぎ
ず
、
易
の
末
で
あ
る
と
述
べ
る
。
ま
た
其
の
三
で
は
、
具
禮
的
に
大
衛
に
論
及
し
、
そ
の
法
は
是
で
あ
り
、
そ
の
言
は
非
で
あ
る
こ

と
を
論
謹
す
る
。

次
に
、
本
章
に
於
い
て
直
接
の
考
察
樹
象
で
あ
る

「易
或
問
」
蕾

・
其
の
二
に
硯
黙
を
移
す
と
(
欧
陽
脩
は
主
と
し
て
卦
交
象
象
に

つ
い
て
論
述
す
る
。
が
し
か
し
、
こ
の
な
か
で
繋
辮
に
言
及
し
て
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
の
は
、
と
り
わ
け
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
日
く
、

或
ひ
と
問
ひ
て
日
く
、

今
の
所
謂
繋
僻
は
果
し
て
聖
人
の
書
に
非
ざ
る
か
。

日
く
、

是
れ
講
師
の
傳
に
し
て
、

之
を
大
傳
と
謂

ふ
。
其
の
源
は
、
蓋
し
孔
子
よ
ウ
出
で
て
、
易
師
に
相
傳
ふ
る
な
り
。
其
の
來
れ
る
や
遠
く
、
其
の
傳
ふ
る
や
多
し
。
其
の
聞
、

韓
た
失
し
て
増
加
す
る
者
、
怪
し
む
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
故
に
聖
人
の
言
有
り
、
聖
人
の
言
に
非
ざ
る
有
り
。

欧
陽
脩
は
、
繋
僻
に
は
聖
人
の
言
と
、
そ
う
で
な
い
雑
言
と
が
混
じ

っ
て
い
る
と
主
張
す
る
。
繋
僻
の
源
は
孔
子
よ
り
出
て
は
い
る

が
、
そ
の
後
易
師
に
傳
達
し
て
い
く
聞
に
、
孔
子
の
原
作
は
愈

≧
失
わ
れ
、
後
世
の
説
が
付
け
加
わ

っ
た
の
だ
と
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

一
方
、

『居
士
集
』
編
纂
の
際
に
、
欧
陽
脩
が
こ
の

「易
或
問
」
奮

・
其
の
二
に
代
わ

っ
て
、
新
た
に
括
入
し
た
新

・
其
の
二
に
於

い
て
は
、
繋
僻
に
つ
い
て
冒
頭
に
次
の
如
く
言
う
。
亀

或
ひ
と
問
ふ
、
繋
僻
は
果
し
て
聖
人
の
作
に
非
ず
し
て
、
前
世
の
大
儒
君
子
の
論
ぜ
ざ
る
は
何
ぞ
や
。
曰
く
、
何
ぞ
繋
僻
の
み
に

止
ま
ら
ん
や
。
…
…
十
翼
の
説
、
何
人
よ
り
起
る
か
を
知
ら
ず
。

こ
こ
か
ら
、
當
時
の
通
説
で
あ
る
十
翼
孔
子
作
説
に
敢
然
と
封
峙
せ
ん
と
す
る
彼
の
迫
力
が
感
じ
ら
れ
る
。
周
知

の
如
く
、
中
國
経

學
史
上
に
於
い
て
、
十
翼
が
全
て
孔
子
の
作
で
は
な
い
と
す
る
見
解
は
、
欧
陽
脩
に
よ

っ
て
初
め
て
提
唱
さ
れ
た
。

こ
の

「易
或
問
」

新

・
其
の
二
に
於
い
て
、
彼
は
繋
僻
が
孔
子
の
作
で
は
な
い
と
明
確
に
断
言
し
、
の
み
な
ら
ず
十
翼
全
燈
が
聖
人
の
作
で
は
な
い
と
鏡
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く
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
既
に
み
て
き
た
様
に

「易
或
問
」
曹

・
其
の
二
の
な
か
で
、
繋
僻
に
疑

義
を
呈
し
た
こ

と
自
膿
、
當
時
に
於
い
て
は
確
か
に
書
期
的
な
見
解
で
は
あ

っ
た
が
、
こ
の
新

・
其
の
二
に
於
い
て
、
彼
は
更
に
そ
の
見
解
を
敷
術
さ

せ
、
繋
僻
を
含
む
十
翼
全
て
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
の
で
あ

つ
た
。
こ
の
こ
と
が
、

「易
或
問
」
曹

・
其

の
二
と
新

・
其
の
二
と
の
決

定
的
な
相
違
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

「易
或
問
」
奮

・
其
の
二
で
は
、
繋
僻
の
み
を
問
題
と
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
新

・
其
の
二

に
於

い
て
は
、
繋
誹
を
含
む
十
翼
全
膣
に
覗
座
を
移
し
、
そ
れ
ら
全
て
を
聖
人
の
作
で
は
な
い
と
断
言
し
た
の
で
あ

る
。
こ
こ
か
ら
、

「
易
或
問
」
奮

・
其
の
二
を
創
作
し
た
後
、
新

・
其
の
二
を
執
筆
す
る
ま
で
の
聞
に
、
漱
陽
脩
自
身
が

『易
』
に
封
す

る
見
解
を
、
更

に
大
き
く
獲
展
さ
せ
た
こ
と
が
如
實
に
窺
え
る
の
で
あ
る
。

そ

こ
で
、
彼
が

『
易
』
に
關
す
る
見
解
を
、
か
く
の
如
く
獲
展
さ
せ
る
に
至
っ
た
経
緯
に
つ
い
て
、
少
し
く
考
え
て
み
た
い
。
欧
陽

(
5
)

脩
が

「易
或
問
」
其
の

一
、
茜

・
其
の
二
、
其
の
三
を
作

っ
た
の
は
、
胡
何
に
擦
る
と
、
景
鮪
四
年

(
一
○
三
七
)
三
十

一
歳
の
時
で
あ

(
6
)

り
、
流
謡
地
夷
陵
に
於
い
て
で
あ

っ
た
。
こ
の
夷
陵
の
地
で
の
學
問
研
究
は
、
既
に
拙
稿

「欧
陽
脩
の
夷
陵
既
謡
と
古
文
復
興
運
動
」

の
な

か
で
論
及
し
た
如
く
、
以
後
の
彼
の
経
學
研
究
の
實
質
的
な
出
獲
黙
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
彼
は
、
絶

え
聞
な
く
経
學

の
探
求
を
推
し
進
め
た
。
か
か
る
経
書
研
究
に
封
す
る
、
彼
の
拉

々
な
ら
ぬ
傾
倒
ぶ
り
が
窺
え
る
も
の
と
し
て
、
た

と
え
ば

「讃
書
」

詩

(居
士
集
巻
九
)
が
基
げ
ら
れ
る
。

正
経
首
唐
虞

正
経
は
唐
虞
に
首
ま
り

偽
説
起
秦
漢

偲
説
は
秦
漢
よ
り
起
こ
る

篇
章
異
句
讃

篇
章
、
句
讃
を
異
に
す

欧
陽
脩
の

『居
士
集
』
編
纂
の
意
圖

(東
)
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解
詰
及
箋
傳

是
非
自
相
攻

去
取
在
勇
断

初
如
爾
軍
交

乗
勝
方
酎
戦

當
其
旗
鼓
催

不
毘
人
馬
汗

至
哉
天
下
樂

終
日
在
几
案

解
詰
と
箋
傳
と

是
非
自
ら
相
攻
め

去
取
す
る
は
勇
断
に
在
り

初
め
は
雨
軍
の
交
わ
る
が
如
く

勝
ち
に
乗
じ
て
方
に
酪
職
た
り

其
の
旗
鼓
の
催
す
に
當
り
て

人
馬
の
汗
を
畳
え
ず

至
れ
る
哉

天
下
の
樂
し
み

終
日
、
几
案
に
在
り

こ
れ
は
、
彼
晩
年
の
五
十
五
歳
の
時
の
作
で
あ
る
。
漱
陽
脩
は
、
自
己
の
経
學
探
求
の
有
様
を
戦
場
に
於
け
る
職

い
に
た
と
え
て
お

り
、
し
か
も
、
そ
れ
は
最
上
の
喜
び
だ
と
言
う
。
こ
こ
に
、
彼
の
経
書
の
研
究
に
湛
進
す
る
勢

い
が
ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の

様

に
欧
陽
脩
は
、
夷
陵
財
講
以
降
晩
年
に
至
る
ま
で
、
生
涯
絶
え
る
こ
と
な
く
経
典
に
野
す
る
研
鑛
を
積
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
さ
れ

ば

こ
そ
、
こ
う
し
た
経
學
研
究
の
成
果
の
一
つ
と
し
て
、
彼
は
自
身

の

『易
』
に
關
す
る
代
表
作
と
も
言
う
べ
き

『
易
童
子
問
』
三
巻

を
創
出
し
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
な
か
で
、

注
目
す
べ
き
見
解
は
、
『易
童
子
問
』
巻
三
の
冒
頭
に
於
い
て
次
の
如
く
論
じ
て
い
る
こ

と

で
あ
る
。

童
子
問
ひ
て
日
く
、
繋
僻
は
聖
人
の
作
に
非
ざ
る
か
。
日
く
、
何
ぞ
濁
り
繋
僻
の
み
な
ら
ん
や
。
文
言
説
卦
而

下
、
皆
聖
人
の
作
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に
非
ず
し
て
、
衆
説
清
臥
し
、
亦
た

一
人
の
言
に
非
ざ
る
な
り
。

こ
の
様
に
繋
餅
の
み
な
ら
ず
、
文
言
説
卦
よ
り
以
下
十
翼
全
て
を
聖
人
の
作
で
な
い
と
す
る
見
解
は
、
既
に
言
及
し
た

「
易
或
問
」

新

.
其
の
二
と
完
全
に

一
致
し
て
い
ゐ
。

こ
の

『易
童
子
問
』
は
、

も
ち
ろ
ん
夷
陵
慶
謡
以
降
、
『
居
士
集
』
編
纂
以
前
に
完
成
し
て

い
た
け
れ
ど
も
、
た
だ
具
燈
的
に
い
つ
頃
作
ら
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
鳳
明
確
で
は
な
い
。

從

っ
て
、

『
易
童
子
問
』
三
巻
と

「易
或

問
」
新

・
其

の
二
の
執
筆
の
先
後
も
詳
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
問
題
で
な
く
、
む
し
ろ
頗
る
重
要
な
鍵
と
な
る

の
は
、
こ
れ
ら
の
作
品
相
亙
に
密
接
な
繋
が
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
夷
陵
で

『易
』
に
關

心
を
抱
い
た
後
、

更

に
研
鐵
を
積
み
重
ね
、
途
に

『易
童
子
問
』
、
「
易
或
問
」
新

・
其
の
二
と
い
う
作
品
で
通
説
を
打
ち
破
り
、
自
身

の

『易
』
に
樹
す

る
見
解
を
確
立
さ
せ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

前
述
し
た
如
く
、
欧
陽
脩
は
そ
の
晩
年
、
『
居
士
集
』
を
編
纂
す
る
際
に
、
「
易
或
問
」
其
の

一
、
藷

・
其

の
二
、
其
の
三
の

一
連
の

作

の
う
ち
、
蕾

・
其
の
二
を
創
除
し
、
新
た
に
新

・
其
の
二
を
加
え
た
。
か
く
の
如
き
修
改
作
業
を
行
な

っ
た
彼
の
意
圖
は
、
既
に
論

述
し
た
こ
と
か
ら
分
明
な
様
に
、

彼
自
身
の

『易
』

に
封
す
る
見
解
が

一
段
と
獲
展
し
た
こ
と
と
大
き
く
關
わ

っ
て
い
る
。

即
ち
、

「易
或
問
」
曹

・
其
の
二
で
は
、
繋
群
に
注
目
す
る
の
み
で
あ

っ
た
が
、
そ
の
後
の
縫
績
的
探
求
に
よ

っ
て
、
繋
僻

の
み
な
ら
ず
十
翼

全
膣
に
硯
座
を
据
え
て
、

そ
れ
ら
全
て
を
孔
子
の
作
で
は
な
い
と
す
る
書
期
的
な
見
解
を
打
ち
立
て
た
。

こ
れ
は
、
『易
童
子
問
』
三

巻

と
い
う
形
で
集
大
成
さ
れ
、
褒
表
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
最
晩
年
に

『居
士
集
』
を
編
纂
し
た
際
、

「易
或
問
」
蕾

・
其
の
二
は
、

確

か
に
そ
の
見
解
自
腱
に
聞
違
い
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
欧
陽
脩
に
と

っ
て
甚
だ
物
足
り
な
い
内
容
と
な
っ
て
し
ま

っ
た
の
で

あ

る
。
故
に
、
彼
の

『易
』
に
樹
す
る
見
解
の
集
大
成
で
あ
る

『易
童
子
問
』
と
同
様
の
論
述
を
展
開
す
る

「易
或
問
」
新

・
其
の
二

欧
陽
脩
の
『
居
士
集
』
編
纂
の
意
圖

(東
)
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と
差
し
替
え
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

し
て
み
れ
ば
、
欧
陽
脩
が

「易
或
問
」
奮

・
其
の
二
を
新

・
其
の
二
と
差
し
替
え
た
の
は
、
他
で
も
な
く
彼
が
若

い
頃
の

『
易
』
に

封
す
る
考
え
方
を
、

晩
年
に
至
る
ま
で
に
更
に
獲
展
さ
せ
、

遂
に
中
國
経
學
史
上
に
於
け
る
豊
期
的
な
見
解
を
創
出
し
た
た

め

で
あ

る
。
さ
す
れ
ば
、
欧
陽
脩
は

「
易
或
問
」
を
入
れ
替
え
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
揺
ぎ
無
く
確
立
し
た
自
身
の

『易
』
に
封
す
る
見
解
を
、

い
わ
ば
萬
華
鏡
の
如
く

『居
士
集
』
に
集
約
獲
展
さ
せ
よ
う
と
意
圖
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

三

『
欧
陽
文
忠
公
文
集
』

一
百
五
十
三
巻
の
編
者
の

一
人
で
あ
る
丁
朝
佐
は
、
「
本
論
」
に
つ
い
て
、
『
居
士
集
』
巻
十
七
に
附
す
る
校

勘

記
に
於
い
て
、

考
ふ
る
に

「
本
論
」
は
、
初
め
上

・
中

・
下
篇
有
り
。

此
の
巻
に
載
す
る
所
は
、
師
ち
中

・
下
二
篇
な
り
。

其
の
上
篇
は
、
『
居

士
集
』
を
編
す
る
時
、
創
去
す
と
錐
も
世
に
傳
は
る
。
今
、
外
集
に
附
す
。

と
述
ぺ
る
。
つ
ま
り
、
『
居
士
集
』
編
纂
時
に
、
欧
陽
脩
は

「本
論
」
三
篇

の
う
ち
、

そ
の
上
篇
を
創
除
し
、

中

・
下
二
篇
の
み
を
牧

録

し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
際
、

彼
は
こ
の

「本
論
」
中
篇
の
タ
イ
ト
ル
だ
け
を
上
篇
に
攣
更
し
、

結
局

「本
論
」

上

・
下
二
篇
と
し

て

・『
居
士
集
』
巻
十
七
に
牧
め
た
の
で
あ

っ
た
。
創
除
さ
れ
た

一
篇
は
、
後
に

『
居
士
外
集
』
巻
九
に
牧
め
ら
れ
た
。

そ
こ
で
本
章
に
於
い
て
は
、
「
本
論
」
上

.
中

.
下
三
篇
の
う
ち
、
欧
陽
脩
が
な
ぜ
上
篇
の
み
を

『
居
士
集
』
編
纂
の
際
に
創
除
し

た

の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
内
容
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
具
髄
的
に
考
え
て
ゆ
き
た
い
。
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と

こ
ろ

で

、

「
本

論

」

と

い
う

タ
イ

ト

ル

に
於

け

る

"
本
"

の
意

味

と

は
、

一
言

を

以

て
蔽

え

ば

。
本

源

"

の
謂

い
で
あ

る
。

そ

こ

で
、

「
本

論

」

上

・
中

・
下

三

篇

か

ら

、

か

か

る

"
本

"

の
意

義

に

通
ず

る
箇

所

を

畢

げ

る
と

次

の
通

り

で

あ

る
。

。
天
下
の
事
、
本
.末
有
り
。

(上
篇
)

。
然
ら
ば
則
ち
禮
義
は
佛
に
勝
つ
の
本
な
り
。

(中
篇
)

。
故
に
曰
く
、
其
の
本
を
修
め
て
以
て
之
に
勝

つ
。

(下
篇
)

言
う
ま
で
も
な
く
、

こ
れ
ら
の
記
述
は
、
實
に
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
主
題
と
な

っ
て
い
る
こ
と
に
氣
つ
く
。
從

っ
て
、
欧
陽
脩
は
か

か
る
三
篇
を
全
て

「本
論
」
と
名
づ
け
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

う

そ
こ
で
、
こ
う
し
た
主
題
を
中
心
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
内
容
を
ま
と
め
て
お
く
。
先
ず
、
上
篇
に
於
い
て
、
天
下
の
事
に
は
本
末

が
あ
り
、
世
を
治
め
る
者
は
、
そ
の
本
末
に
よ

っ
て
先
後
を
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
そ
し
て
、
先
に
當
る

「財
」
・
「
兵
」
・

「
立
制
」
・
「
任
人
」
・
「
奪
名
以
属
賢
」
の
五
つ
を
欠
か
し
て
は
、
世
の
中
は
治
ま
ら
な
い
の
だ
と
述
べ
る
O
か
く

の
如
く
、
上
篇
で
は

い
わ
ば
治
世
の
本
源
を
論
じ
る
。

一
方
、
中
篇
に
於
い
て
は
、
そ
の
冒
頭
で
、

佛
法
は
中
國
の
患
と
爲
る
こ
と
千
鯨
歳
。

と
述
べ
る
こ
と
か
ら
分
明
な
如
く
、
所
謂
排
佛
の
議
論
を
展
開
す
る
。
そ
の
な
か
で
は
、
佛
教
の
不
當
な
る
様
子
や
世
聞
で
佛
教
が
蔓

延

し
て
い
る
有
様
を
述
べ
、
最
後

に
左
の
様
に
結
論
づ
け
て
文
を
結
ぶ
。

,

然
ら
ば
則
ち
禮
義
は
佛

に
勝
つ
の
本
な
り
。
今
、

一
介
の
士
、
禮
義
を
知
る
者
、
尚
ほ
能
く
之
が
爲
め
に
屈
せ
ず
。
天
下
を
し
て

欺
陽
脩
の

『居
士
集
』
編
纂
の
慧
圖

(東
)
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皆
禮
義
を
知
ら
し
め
ば
、
則
ち
之
に
勝
た
ん
。
此
れ
自
然
の
勢
な
り
。

つ
ま
り
、

欧
陽
脩
に
於
い
て
儒
教
の
禮
義
を
振
興
す
る
こ
と
は
、

取
り
も
直
さ
ず
佛
教
を
排
斥
す
る
こ
と
と
表
裏

一
膣
な

の

で
あ

る
。ま

た
、
、下
篇
に
於

い
て
も
、
中
篇
と
同
様
に
排
佛
を
熱

っ
ぼ
く
論
じ
あ
げ
る
。
そ
こ
で
は
、
冒
頭
か
ら
世
聞
で
佛
教
が
流
行
し
て
い

る
様
を
在
り
在
り
と
述
べ
る

一
方
、
禮
義
が
毫
も
流
行
し
て
い
な
い
こ
と
に
つ
い
て
次
の
如
く
言
う
。

佛
の
説
、
人
耳
に
熟
し
、
其
の
心
に
入
る
こ
と
久
し
。
禮
義
の
事
に
至
り
て
は
、
則
ち
未
だ
嘗
て
見
聞
せ
ず
。
今
、
將
に
衆
に
號

し
て
、
汝
の
佛
を
禁
じ
て
吾
が
禮
義
を
爲
せ
と
日
は
ば
、
則
ち
民
將
に
骸
き
て
走
ら
ん
と
す
。

そ
こ
で
欧
陽
脩
は
、
佛
教
に
溺
れ
た
世
の
中
を
救
う
た
め
に
、

故
に
曰
く
、
其
の
本

(禮
義
)
を
修
め
て
以
て
之

(佛
教
)
に
勝

つ
。

と
、
自
ら
の
見
解
を
端
的
に
、
か
つ
直
載
的
に
提
出
し
て
交
を
終
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
「本
論
」
上
篇
で
は
、
治
世
の
本
源
を
、

中

・
下
篇
で
は
佛
に
勝
つ
本
源
を
そ
れ
ぞ
れ
論
じ

て
お
り
、

内
容
か

ら
み
る
と
、
上
篇
と
中

・
下
二
篇
と
は
全
く
繋
が
り
が
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
の
み
な
ら
ず
、
中

・
下
二
篇

は
、
そ
の
表
現
面

に
於

い
て
も
共
通
黙
が
甚
だ
多
い
。
た
と
え
ば
、
類
似
し
た
表
現
と
し
て
、
次

の
四
箇
所
が
學
げ
ら
れ
る
。

。
佛
法
爲
中
國
患
千
絵
歳

(中
篇
)

。
將
日
佛
來
千
籐
歳

(下
篇
)

。
…
…
無
所
施
於
吾
民
　
。
此
亦
自
然
之
勢
也
。

(中
篇
)
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傳
日
物
莫
能
爾
大
。
自
然
之
勢
也

(
下
篇
)

其
後
所
謂
蒐
狩
婚
姻
喪
祭
郷
射
之
禮

(中
篇
)

至
於
所
謂
蒐
狩
婚
姻
喪
祭
郷
射
之
禮

(下
篇
)

然
則
將
奈
何
、
日
莫
若
修
其
本
以
勝
之

(中
篇
)

救
之
、
莫
若
修
其
本
以
勝
之

(下
篇
)

こ
こ
か
ら
、
中

・
下
二
篇
は
、
表
現
面
に
於
い
て
も
極
め
て
密
接
な
繋
が
り
の
あ
る

一
連
の
作
だ
と
言
う
こ
と
が

で
き
る
。

一
方
、

上
篇
に
於
い
て
は
、
か
く

の
如
き
表
現
面
に
於
け
る
共
通
鮎
も
全
く
見
出
さ
れ
な
い
。

欧
陽
脩
は
、
そ
の
最
初
、
た
だ
軍
に
所
謂
本
源
に
關
す
る
論
と
い
う
意
味
で
、

「本
論
」
上

・
中

・
下
と

一
括
し
て
考
え
て
い
た
に

過
ぎ
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
彼
は

『居
士
集
』
編
纂
に
當

っ
て
、
上
篇
を
削
除
し
た
。
こ
れ
は
即
ち
、
治
世
の
本
源
を
論
τ

た
上
篇
と
、
佛
教
に
勝

つ
本
源
を
論
じ
た
中

・
下
篇
と
で
は
、
既
に
み
て
き
た
様
に
内
容

・
表
現
雨
面
に
於
い
て
、
大
き
な
懸
隔
が
あ

っ
た
た
め
だ
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
周
知
の
如
く
欧
陽
脩
は
、
生
涯
縫
績
し
て
経
書
を
研
究
し
績
け
た
生
粋
の
儒
學
者
で
あ

っ
た
。
當
然

の
如
く
、
儒
學
者

欧
陽
脩
に
と

っ
で
佛
教
は
決
し
て
容
認
で
き
る
も

の
で
は
な
か

っ
た
。
し
か
も
、
當
時
佛
教
は
巷
聞
に
流
行
し
て
お
り
、
彼
に
と

っ
て

排
佛
は
生
涯
の
課
題
で
あ

っ
た
。
從

っ
て
、
彼
は

『居
士
集
』
編
纂
の
際
に
、
佛
教
の
排
斥
を
極
め
て
強
く
意
識
し
て
い
た
と
考
、兄
ら

れ

る
。

そ
し
て
、

彼
の
文
集
中
に
於
い
て
、

排
佛
を
最
も
強
烈
に
具
象
化
し
た
作
品
こ
そ
、

こ
の

「本
論
」
中

・
下
二
篇
な
の
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
彼
は
排
佛
と
は
毫
も
關
係
の
な
い
上
篇
と
、
そ
れ
に
決
然
と
立
ち
向
う
こ
と
を
表
明
す
る
中

・
下
篇
と
を

一
括
し
て

欧
陽
脩
の
『
居
士
集
』
編
纂
の
意
圖

(東
)
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文
集
に
配
置
す
る
こ
と
に
は
、
強
く
抵
抗
を
感
じ
た
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、

「本
論
」
上

・
中

・
下
三
篇
を
順
に
配
列
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
冗
漫
な
感
を
讃
者
に
抱
か
せ
る
よ
り
も
、
上
篇
を
完
全
に
創
除
し
、
中

・
下
二
篇
の
み
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
恰
も
そ
れ
ら
二

作
品
を

一
条
の
縄
の
様
に
撚
り
合
わ
せ
、
自
身
の
排
佛
の
主
張
を
直
接
的
に
讃
み
手
に
訴
え
よ
う
と
意
圖
し
た
の
で
あ
る
。

か
く
の
如
く

『居
士
集
』
に
於
い
て
は
、
漱
陽
脩
が
そ
れ
を
編
纂
し
た
最
晩
年
の
思
想
を
色
濃
く
反
映
し
つ
つ
、
形
成
さ
れ
た
と
い

う
側
面
も
見
逃
せ
な
い
。
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四

こ
れ
ま
で
み
て
き
た
様
に
、
欧
陽
脩
は

『
居
士
集
』
を
編
纂
す
る
際
に
、
「
易
或
問
」
に
於

い
て
は
、
若
い
頃
に
作

づ
た
三
篇
の
う
ち

の

一
篇
を
別
の

一
篇
と
入
れ
替
え
、
ま
た

「
本
論
」
の
場
合
で
は
、
三
篇

の
う
ち
の
一
篇
を
完
全
に
創
除
し
た
3
し
か
し
、
本
章
で
考

察

の
封
象
と
す
る

「正
統
論
」
に
於
い
て
は
、
内
容
の
改
攣
、
作
品
聞
の
配
列
の
攣
更
等
が
行
な
わ
れ
て
お
り
、
如
上
の
二
例
よ
り
や

や
複
雑
な
様
相
を
呈
す
る
。

『居
士
集
』
に
は
、
「
正
統
論
」
に
關
連
す
る
作
品
と
し
て
、
「
正
統
論
」
序
論

・
上
篇

・
下
篇
、
及
び

「
或
問
」
・
「魏
梁
解
」
の
計

五
篇
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
封
し
て
、
『
居
士
集
』
巻
十
六
の
巻
末
に
附
す
る
丁
朝
佐
の
校
勘
で
は
次

の
様
に
述
べ
る
。

考
ふ
る
に

「正
統
論
」
は
、
初
め

「
原
正
統
」

・
「
明
正
統
」
・
「秦
」
・
「
魏
」
・
「
東
膏
」
・
「後
魏
」
・
「
梁
」
論
凡
そ
七
篇
有
り
。

又
、
「
正
統
後
論
」
二
篇
、
「
或
問
」

一
簾
、
「
魏
梁
解
」

一
篇
、
「
正
統
辮
」
二
篇
有
り
。

『居
士
集
』
を
編
定
す
る
時
に
當
り
、

「原
正
統
」
等
の
論
を
側
り
、

上

・
下
篇
と
爲
し
て
、
縫
ぐ
に

「或
問
」
、
「
魏
梁
解
」
を
以
て
す
。
絵
篇
は
創
去
せ
ら
れ
た
と
錐



も
、
世
に
傳
は
る
O
今
、外
集
に
附
す
。

こ
う
し
て
創
ら
れ
た

「
原
正
統
論
」
等
の
作
品
は
、
『居
士
外
集
』
巻
九
に
牧
め
ら
れ
た
。

更
に
、

こ
の

『
居
士
外
集
』
の
校
勘
に

は
、
次
の
如
き
注
目
す
べ
き
記
述
が
あ
る
。

慶
暦
四
年
、
京
師
に
て

『宋
文
粋
』
十
五
巻
を
刊
す
。
皆
、

一
時
の
名
公
の
古
文
に
し
て
、
「
正
統
論
」
七
篇

は
焉
に
在
り
.
蓋
し

(
7
)

公
の
初
本
な
る
は
、
外
集
の
此
の
巻
な
り
。
則
ち
公
の
自
ら
改
む
る
所
は
、
『
居
士
集
』
十
七
巻
に
至
り
て
、
方
に
定
本
と
爲
る
。

今
、
拉
び
に
之
を
存
す
。
學
ぶ
者
を
し
て
考
有
ら
し
む
。
-

以
上
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
「
正
統
論
」
に
關
す
る
作
品
は
、
先
ず
そ
の
初
め

「
原
正
統
論
」
・
「
明
正
統
論
」
・
「
秦
論
」
・
「魏
論
」
・

「東
奮
論
」
「
「
後
魏
論
」
・
「梁
論
」

の
七
篇
が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
慶
暦
四
年

(
一
〇
四
四
)
に
刊
行
さ
れ
た

『
宋
文
粋
』
に
牧
録
さ
れ

た
。

本
章
で
は
、
こ
れ
ら

一
連
の
作
を
便
宜
上
A
群
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

更
に
、
こ
う
し
た
作
品
以
外
に
、
「
正
統
後
論
」
二
篇
、

「或
問
」

一
篇
、
「魏
梁
解
」

一
篇
、
「
正
統
辮
」
二
篇
が
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
を
本
章
で
は
、
便
宜
上
B
群
と
す
る
。

欧
陽
脩
は
、

『
居
士
集
』
を
編
定
す
る
に
當
り
、

A
群
の

「
原
正
統
論
」
以
下

「梁
論
」
に
至
る
ま
で
の
七
篇
を
整
理
し
直
し
て
、

「正
統
論
」
上

・
下
二
篇
と
し
、
そ
れ
に
B
群
の

「或
問
」
・
「魏
梁
解
」
を
加
え
て

『居
士
集
』
に
牧
録
し
た
の
で
あ

っ
た
。
し
か
も

『居
士
集
』
巻
十
六
に
は
、
「
正
統
論
」
上

・
下
篇

の
前
に
、
更
に

「
序
論
」

一
篇
を
新
た
に
作

っ
て
配
置
し
た
。
從

っ
て

『居
士
集
』

に
は
、
「
正
統
論
」
序
論

・
上
篇

・
下
篇
、
「
或
問
」
・
「
魏
梁
解
」
の
合
わ
せ
て
五
篇
が
牧
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、

B
群
の

「
正
統
後
論
」
r二
篇
は
、
今
日

『居
士
集
』
拉
び
に

『
居
士
外
集
』

の
ど
ち
ら
に
も
牧
録
さ
れ
て
い
な
い
。
よ

っ
て
、
本
章
で

は
考
察
の
封
象
外
と
し
た
。

欧
陽
格
胴の

『居
士
集
』
編
纂
の
意
圖

(東
)
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と
こ
ろ
で
先
ず
、
欧
陽
脩
が
正
統
問
題
に
封
し
て
深
い
關
心
を
抱

い
た
理
由
、
換
言
す
れ
ば

「
正
統
論
」
を
創
作
す
る
に
至

っ
た
動

機

に
つ
い
て
考
え
て
み
ょ
う
。
彼
は
、
「
正
統
論
」
序
論
の
な
か
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
端
的
か
つ
明
晰
に
論
及
す
る
。
印
ち
、
醇
居

正
が

『蕾
五
代
史
』
を
編
纂
し
、
拉
び
に
李
肪
が
前
世
の
年
號
を
編
次
し
て

一
書
を
作

っ
た
時
、
彼
ら
は
紛
う
こ
と
な
く
五
代
の
梁
を

偲
朝
と
看
傲
し
た
。
こ
の
こ
と
に
封
し
て
、
欧
陽
脩
は
強
く
疑
問
を
投
げ
か
け
た
の
で
あ
る
。
曰
く
、

梁
、
備
と
爲
さ
ば
、
則
ち
史
は
宜
し
く
帝
紀
と
爲
す
べ
か
ら
ず
、
而
も
亦
た
五
代
と
日
ふ
者
無
し
。
理
に
於

い
て
安
か
ら
ず
。

「
正
統
論
」
を
考
え
る
う
え
で
、
重
要
な
關
鍵
と
な
る
の
は
、
こ
の
檬
に
梁
を
如
何
に
取
り
扱
う
か
が

「
正
統
論
」
創
作
の
出
護
鮎

と
な

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
醇
居
正
や
李
肪
の
如
き
五
代
の
梁
に
樹
す
る
不
合
理
な
扱
い
方
を
直
接
の
契
機
と
す
る
こ

と

に
よ

っ
て
、
彼
は
今

一
度
、
宋
以
前
の
全
て
の
國
家
の
正
統
性
に
つ
い
て
検
討
し
直
し
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
欧
陽
脩
は
、
慶
暦
四
年

(
一
〇
四
四
)
以
前
に
創
作
し
、
『
宋
文
梓
』
に
牧
録
さ
れ
た

「
原
正
統
論
」
以
下

「梁
論
」
に
至
る
A

(
8
)

群

の
七
篇
、
及
び
そ
れ
以
降
に
作

っ
た
B
群
の

「或
問
」
・
「魏
梁
解
」
・
「
正
統
辮
」
二
篇
の
う
ち
、
『居
士
集
』
編
纂
の
際
に
、
A
群

を

「
正
統
論
」
上

・
下
二
篇
に
ま
と
め
、
B
群
か
ら

「
或
問
」
・
「魏
梁
解
」
を
選
ん
で
、
自
己
の
交
集
中
に
牧
録
し
た
。
で
は
、
彼
が

先
行
の
作
品
全
て
を
そ
の
ま
ま

『
居
士
集
』
に
牧
録
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
様
に
そ
れ
ら
を
修
改
し
、
あ
る
い
は
選
別
し
て
牧
録
し

た
の
は
、

一
膣
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
A
群

・
B
群
の
十

一
篇
の
作
品
、
拉
び
に

『居
士
集
』
編
纂
時
に
作

っ
た

「
正
統
論
」
序
論

.
上

.
下
各
篇
を
讃
み
合
わ
せ
る
と
、
歴
代
王
朝
の
正
統
性
に
封
す
る
彼
の
見
解
が
少
し
く
攣
化
し
て
い
る
の
に
氣
つ
く
。
そ
の
な
か

で
も
、
と
り
わ
け
着
目
す
べ
き
こ
と
は
、
梁
を
含
め
た
五
代
に
野
す
る
見
方
の
決
定
的
攣
化
で
あ
る
。
A
群
の

「
明
正
統
論
」
で
は
、
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正
統
の
説
は
曰
く
、

尭

・
舜

・
夏

・
商

・
周

・
秦

・
漢

・
魏

・
巫日
に
し
て
絶
ゆ
。

此
れ
由
り
天
下
大
い
に
織

る
。
(中
略
)
然
る

後
、
天
下
合
し
て

一
と
爲
り
て
復
た
其

の
統
を
得
。
故
に
晴
の
開
皇
九
年
自
り
、
復
た
其
の
統
を
正
し
て
曰
く
、
晴

.
唐

・
梁

・

後
唐

・
否

・
漢

・
周
と
。

と
述
べ
る
こ
と
か
ら
分
明
な
様
に
、

五
代
の
梁

・
唐

・
奮

・
漢

・
周
の
各
王
朝
を
全
て
正
統
と
看
倣
し
て
い
る
。

と

こ
ろ
が
、
『
居
士

集
』
編
纂
時
に
隊
陽
脩
が
作

っ
た

「
正
統
論
」
下
で
は
次
の
如
く
言
う
。

夫
れ
梁
は
固
よ
り
正
統
を
得
ず
。
而
し
て
唐

・
晋

・
漢

・
周
何
を
以
て
之
を
得
ん
。
今
、
皆
瓢
く
。

こ
こ
で
は
、
梁
の
み
な
ら
ず
、
五
代
の
各
王
朝
を
全
て
織
け
て
し
ま
う
。
か
く
の
如
く
、
彼
は
以
前
の
自
ら
の
五
代
に
封
す
る
見
解

を
全
面
的
に
否
定
し
た
。

つ
ま
り
、

慶
暦
四
年

(
一
〇
四
四
)
以
前
に
作

っ
た

「
明
正
統
論
」
に
於
い
て
は
、

梁
を
含
め
た
五
代
の
各

王
朝
を
正
統
と
看
倣
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
晩
年
に

『
居
士
集
』
を
編
纂
す
る
際
に
書
き
替
え
た

「
正
統
論
」
下
に
於
い
て
は
、
五
代

(
9

)

は
皆
賊
気
の
君
で
あ
る
こ
と
を
以
て
、
全
て
正
統
で
は
な
い
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
欧
陽
脩
は
慶
暦
四
年
以
前
の

作
品
に
於
け
る
梁
を
含
め
た
五
代
に
封
す
る
泊
己
の
見
解
を
訂
正
す
べ
く
、
『居
士
集
』
編
纂
時
に

「
正
統
論
」

を
今

一
度
書
き
直
し

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
「
正
統
論
」
を
書
き
替
え
た
理
由
と
し
て
は
、

他
に
も
た
と
え
ば
魏
に
樹
す

る
見
解
の
修
正
や

「
明
正
統
論
」
と

「
正
統
辮
」
と
の
見
解

の
齪
酷
等
を
畢
げ
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
既
に
み
て
き

た
様
に
、
梁
を
如

何

に
捉
え
る
か
と
い
う
こ
と
こ
そ
が

「
正
統
論
」
を
執
筆
す
る
に
至

っ
た
直
接
か
つ
最
大
の
要
因
で
あ

っ
た
。
と
す
れ
ば
、
梁
を
含
め

た
五
代
に
翼
す
る
欧
陽
脩
の
見
解
が
い
わ
ば
百
八
十
度
轄
回
し
た
こ
と
は
、
『
居
士
集
』

編
纂
時
に
彼
が

「
正
統
論
」

關
係
の
作
品
を

整
理
し
直
し
た
こ
と
を
考
え
る
う
え
で
、
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
観
黙
と
な
る
と
言
え
よ
う
。
=

敵
陽
脩
の

『居
士
集
』
編
纂
の
意
圖

(東
)
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と
こ
ろ
で
、

か
く
の
如
く
五
代
に
樹
す
る
見
方
が
攣
化
し
た
原
因
は
、

結
論
か
ら
先
に
言
え
ば
、彼
が

『
五
代
史
記
』
を
執
筆
し
た

た
め
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
彼
は
景
茄
四
年

(
一
〇
三
七
)
三
十

一
歳
の
頃
か
ら
、

ほ
ぼ
十
八
年
の
歳
月
を
か
け
て
私
的
に

『
五
代
史

記
』
の
執
筆
を
行
な

っ
た
。
そ
れ
故
、
梁
を
含
め
た
五
代
の
取
り
扱
い
方
が
極
め
て
問
題
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
.
「
正
統
論
」
を

作

る
直
接
の
契
機
と
な

っ
た
梁
の
捉
え
方
に
關
し
て
、
『
五
代
史
記
』
の
梁
本
紀
論
賛
で
は
次
の
様
に
言
う
。
、

予
、
五
代
を
論
次
す
る
に
至
り
て
、
掲
り
梁
を
鶴
と
せ
ず
。
而
し
て
議
す
る
者
、
或
ひ
は
予
、
大
い
に
春
秋
の
旨
を
失
す
と
識
り

-
て
、
以
謂
ら
く
、
梁
は
大
悪
を
負
ひ
、
當
に
訣
絶
を
加
ふ
べ
し
。
而
る
に
反

っ
て
之
を
進
む
。
是
れ
寡
を
奨
む
る
な
り
。
春
秋
の

志
に
非
ざ
る
な
り
と
。
予
、
之
に
鷹
じ
て
曰
く
、
是
れ
春
秋
の
志
の
み
。

以
後
、
『春
秋
』
の
具
腱
例
を
引
用
し
な
が
ら
、
梁
を
偲
と
し
な
い
議
論
を
展
開
す
る
。

つ
ま
り
、

彼
は
世
聞
の
偲
梁
説
に
敢
然
と

立
ち
向
い
、
決
し
て
梁
を
儒
と
は
し
な
い
態
度
を
と
る
の
で
る
。

一
方
、
欧
陽
脩
が

『
居
士
集
』
に
牧
録
し
た

「正
統
論
」
關
係
の
作

品

の

一
つ
で
あ
る

「魏
梁
解
」
に
於
い
て
、
そ
の
冒
頭
か
ら
次
の
如
く
述
べ
る
の
は
注
目
し
て
よ
い
。

予
、
正
統
を
論
ず
る
に
、
魏

・
梁
の
総
と
爲
さ
ざ
る
を
辮
ず
。
議
す
る
者
、
或
ひ
は
予
、
大

い
に
春
秋
の
旨
を
失
す
と
非
る
。
以

謂
ら
く
、
魏

・
梁
は
皆
、
纂
斌
の
悪
を
負
ひ
、
當
に
訣
絶
を
加
ふ
べ
し
。
而
る
に
反
っ
て
之
を
進
む
。
是
れ
纂
を
奨
む
る
な
り
。

春
秋
の
志
に
非
ざ
る
な
り
と
。
予
、
之
に
鷹
じ
て
日
く
、
是
れ
春
秋
の
志
の
み
。

こ
の

「魏
梁
解
」
に
於
い
て
、
國
家
が
齪
立
し
て
い
る
こ
と
を
以
て
、
三
國
の
魏
と
五
代
の
梁
と
を

一
括
し
て
論

じ
て
い
る
以
外
は
、

前
述
し
た

『
五
代
史
記
』
梁
本
紀
論
賛
と
そ
の
内
容

・
表
現
が

一
致
し
て
い
る
の
に
氣
つ
く
。

『
五
代
史
記
』
は
、

十
八
年
の
歳
月
を

か
け
て
執
筆
さ
れ
た
の
で
、
梁
本
紀
の
部
分
が
い
つ
作
ら
れ
た
の
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ

っ
て
、
梁
本
紀
の
論
賛
と

「
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魏
梁
解
」
の
創
作
順
序
も
詳
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
か
る
二
作
品
が
同

一
の
親
座
に
立
ち
、
極
め
て
密
接
な
關
係
に
あ

る
こ
と
は
着
目
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
五
代
史
記
』
と

「魏
梁
解
」
と
は
、
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
表
裏

一
膣

の
も

の
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、

五
代
を
正
統
と
看
倣
し
て
い
た

「
明
正
統
論
」
は
、

慶
暦
四
年

(
一
〇
四
四
)
以
前
に
作
ら
れ
て
お
り
、

胡
何
の
年
次

(
01

)

考
謹
に
擦
れ
ば
康
定
元
年

(
一
〇
四
〇
)
頃

の
作
だ
と
推
定
す
る
。

こ
れ
は
部
ち
、
『
五
代
史
記
』
を
執
筆
し
始
め
た
景
誌
四
年

(
一
〇

三
七
)
の
僅
か
三
年
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
漱
陽
脩
は

『五
代
史
記
』
を
執
筆
し
始
め
た
當
初
、

五
代
を
正
統
と
認

め
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
頃
彼
は
A
群
の

「
明
正
統
論
」
か
ら

「梁
論
」
に
至
る
ま
で
の
七
篇
を
作
り
、
そ
れ
ら
ば
慶
暦

四
年
刊
行
の

『宋
交
梓
』
に
牧
録
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
も
彼
は

『
五
代
史
記
』
の
執
筆
を
績
け
、
梁
を
含

め
た
五
代
に
樹
す

る
研
鑛
を
積
ん
だ
結
果
、
こ
れ
迄
の
自
己
の
五
代
に
封
す
る
見
方
の
誤
謬
に
氣
つ
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
.
そ
こ
で
、
慶
暦
四
年
以
降

に
B
群
の

「魏
梁
解
」
を
作
り
、
梁
に
樹
す
る
自
己
の
見
解
を
訂
正
し
、
次
に

『居
士
集
』
編
纂
時
に

「
正
統
論
」
關
係
の
作
品
を
整

(
11

)

理
し
直
し
て
、
梁
を
含
め
た
五
代
全
膿
を
正
統
で
は
な
い
と
位
置
づ
け
た
の
で
あ
る
。

更
に
、
こ
の
様
に
梁
を
非
正
統
と
看
敬
せ
ば
、
そ
れ
は
國
家
で
あ
る
と
言
え
ず
、
從

っ
て

『
五
代
史
記
』
に
於
い
て
梁
本
紀
を
作
る

意

味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

そ
れ
故
、、
彼
は
別
に
B
群
の

「
或
問
」
を
創
作
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、

次
に
畢
げ
る
様
に

『
五
代
史

記
』
執
筆
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
の
形
で

『居
士
集
』
に
配
置
し
た
の
で
あ
る
。
曰
く
、

或
ひ
と
問
ふ
、
子
、
史
記

(
五
代
史
記
)
本
紀
に
於
い
て
は
、

則
ち
梁
を
儒
と
せ
ず
し
て
、

之
を
進
む
。

正
統
を
論
ず
る
に
於
い

て
は
、
則
ち
梁
を
瓢
け
て
之
を
絶

つ
。
君
子
の
後
世
に
信
ぜ
ら
る
る
は
、
固
よ
り
常
に
此
の
如
く
な
る
べ
き
か
。
(中
略
)
故
に
、

歎
陽
脩
の

『居
士
集
』
編
纂
の
意
圖

(東
)
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正
統
に
於
い
て
は
、
則
ち
宜
し
く
絶
つ
べ
し
。
其
の
國
に
於
い
て
は
、
偲
と
爲
す
を
得
ざ
る
は
、
理
、
當
に
然
る
べ
き
な
り
。

つ
ま
り
、
梁
は
正
統
で
は
な
い
が
、

一
方
偽
と
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
梁
と
い
う
國
家
が
あ

っ
た
こ
と
は
歴
史
上
事
實
で
あ
り
、

よ

っ
て

『春
秋
』
に
倣

っ
て

『
五
代
史
記
』
に
梁
本
紀
を
執
筆
し
た
の
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、
五
代
の
梁
を
如
何
に
取
り
扱
う
か
を
直
接
の
契
機
と
し
て
、
正
統
問
題
に
繋
す
る
關
心
が
生
じ
、
『
五
代
史
記
』

の
執
筆
を
通
し
て
、
途
に
正
統
に
野
す
る
樒
ぎ
無
き
見
解
が
確
立
し
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

か
く
し
て
、

『
五
代
史

記
』
と
、

「
魏
梁

解
」
・
「或
問
」
を
含
め
た

「
正
統
論
」
關
係
の
作
品
と
は
、
互
い
に
密
接
に
依
存
し
、
組
み
合
わ
さ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
A
群
、
B
群
及
び

『居
士
集
』
所
牧
の

「
正
統
論
」
の
創
作
順
序
と
、
そ
の
樹
鷹
關
係
を
圖
に
ま
と
め
る
と
次
の
様
に
な

る
。

(置
)

(
A
群

)
以
前

慶
暦

四
年

以
後

(
B
群

)

『
居
士
集
』

!

正
統
論
序
論

原
正
統
論↑

正
統
論
上

明
正
統

論

・
秦
論

・
魏
論

・
東

晋
論

・
後
魏

論

・
梁

論

正
統
論
下

魏

梁
解

・
或
問

・
正
統
辞
二
篇

.

⇔

⇔

魏
梁
解

・
或
問

(
↑
は
封
鷹
關
係

・
⇔
は
同

一
作

品
を
示
す
)

『
居
士
集
』
編
定
の
際
に
、
歓
陽
脩
は

「
正
統
論
」
序
論
を
新
た
に
作
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
彼
が

「正
統
論
」
を
創
作
し
た
動
機
に

つ
い
て
明
確
に
呈
示
し
た
。

一
方

「正
統
論
」
上
篇
に
於
い
て
は
、

「原
正
統
論
」
の
内
容
を

一
部
修
正
し
て
縫
承
し
、
正
統
と
は
ど

6
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う

い
う
こ
と
か
、
更
に
歴
代
王
朝
に
於

い
て
正
統
性
が
問
題
と
な
る
國
家
を
具
膿
的
に
指
摘
す
る
。

「
正
統
論
」
下
篇
で
は
、

上
篇
で

指
摘
し
た
國
家
に
封
し
て
、
個

々
の
事
例
を
逐

一
詳
細
に
検
討
す
る
。

以
上
か
ら
考
え
る
と
、

『
居
士
集
』
に
牧
め
ら
れ
た

「正
統
論
」
上
篇
及
び
下
篇
は
、

い
わ
ば

"総
論
"
と

"各
論
"
の
構
成
と
な

っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、

『居
士
集
』
の

「
正
統
論
」
は
、
序
論

・
総
論

・
各
論
と
い
う
様
に
、
見
事
に
整
理
し
直
さ

れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

更
に
、
前
圖
に
擦
る
と
、
慶
暦
四
年
以
前
に
作
ら
れ
た

「魏
論
」
と

「梁
論
」
は
、
そ
の
内
容
が

「
正
統
論
」
下
篇
に
縫
承
さ
れ
て

い
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
が
慶
暦
四
年
以
降
に
魏
と
梁
を

一
括
し
て
、
別
に
「魏
梁
解
」
を
創
作
し
た
た
め
だ
と
言
え
よ
う
。
既
に
み
て
き

た
如
く
、
欧
陽
脩
は

『
五
代
史
記
』
の
執
筆
に
俘
い
、
梁
に
封
す
る
見
解
を
大
き
く
修
正
し
た
。
爲
に
、
彼
は

「魏
梁
解
」
を
作
る
こ

と

に
よ
り
、
梁
と
同
様
に
國
家
が
鼎
立
状
況
に
あ

っ
た
魏
を
も
含
め
て
、
此
れ
迄
の
見
解
を
訂
正
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
正
統
問
題

と
絡
ん
で

『
五
代
史
記
』
執
筆

の
意
義
を
明
確
に
し
た

「或
問
」
を
、
欧
陽
脩
は

『居
士
集
』
に
是
非
配
置
せ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
。

ち
な
み
に
、
B
群
の

「
正
統
辮
」
に
於
い
て
は
、
正
統
國
家
と
し
て
漢

.
唐

の
僅
か
二
王
朝
し
か
認
め
て
お
ら
ず
、
他
の
作
品
と
大
き

く
喰
い
違
う
。
從

っ
て
、
歓
陽
脩
は

『
居
士
集
』
編
纂
時
に
創
除
し
た
と
思
わ
れ
る
。

一
般
に
、
作
者
は
よ
り
完
成
度
の
高
い
作
品
を
書
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
所
謂
習
作
の
時
代
を
新
た
に
塗
り
直
し
、
記
憶

の
底
か
ら
清
し
が
ち
で
あ
る
。
就
中
、
欧
陽
脩
の

「
正
統
論
」
の
如
く
、
そ
う
し
た
時
代
の
考
え
方
に
誤
謬
が
あ

っ
た
場
合
は
な
お
さ

ら
で
あ
る
。
歓
陽
脩
は
、
習
作
時
代
の
梁
に
封
す
る
見
解
を
、

『五
代
史
記
』

の
執
筆
に
件

い
、
後
に
百
八
十
度
韓
換
さ
せ
た
。
と
す

れ
ば
、
彼
は
晩
年
に

『居
士
集
』
を
編
纂
し
た
際
、
若

い
頃
の
自
己
の
見
解
を
訂
正
し
、
今

一
度

「正
統
論
」
關
係
の
作
品
を
全
て
整

欧
陽
脩
の

『居
士
集
』
編
纂
の
慧
圖

(東
)
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。
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結

語

欧
陽
脩
が
晩
年
、
眼
疾
を
患
い
苦
し
ん
で
い
た
こ
と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、

熈
寧
元
年

(
一
〇
六
八
)
彼
六
十
二

歳

の
時
の
作
で
あ
る

「
與
王
文
恪
公
」
(書
簡
巻
四
)
に
於
い
て
は
、

月
を
病
み
て
、
字
を
書
す
ゐ
に
難
し
。

と
述

ぺ
る
。
ま
た
、
翌
年
の

「
與
韓
忠
献
王
」
(書
簡
巻

一
)
に
於
い
て
も
、

某
、
信
を
病
む
を
以
て
、
執
筆
に
簸
し
。

と
言

い
、

一
再
な
ら
ず
眼
病
で
苦
し
む
有
様
を
吐
露
し
て
い
る
。
文
人
に
と

っ
て
、
眼
疾
は
文
筆
活
動
の
大
き
な
障
壁
で
あ
り
、
ま
さ

に
致
命
的
疾
患
と
さ
え
言
え
よ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
欧
陽
脩
は
か
か
る
病
氣
に
決
し
て
屈
す
る
こ
と
な
く
、
死
ぬ
僅
か

一
ヵ
月
前
ま

で
、
『
居
士
集
』
編
纂
に
專
心
し
て
い
た
。

そ
こ
に
は
、

眼
病
を
超
克
し
よ
う
と
す
る
精
神
力
と
、
自
身
の
作
品
を
自
ら
確
定
さ
せ
よ

う
と
い
う
執
念
と
が
ま
ざ
ま
ざ
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
激
陽
脩
を
し
て
か
く
の
如
く
文
集
編
纂
に
湛
進
さ
せ
た
原
動
力
は
、

一

膿
何
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
手
が
か
り
を
與
え
て
く
れ
る
も
の
は
、
次
に
示
す
北
宋
の
沈
作
詰
の

『寓
簡
』
巻
八
の
言
葉
で
あ
る
。

欧
陽
公
、

晩
年
嘗
て
自
ら
平
生
爲
る
所

の
文
を
窟
定
す
。

思
ひ
を
用
ふ
る
こ
と
に
甚
だ
苦
し
む
。

其
の
夫
人
、

之
に
上
り
て
日

く
、
何
ぞ
自
ら
此
の
如
く
苦
し
ま
ん
や
。
當
に
先
生
の
唄
を
畏
る
べ
き
や
。
公
、
笑
ひ
て
曰
く
、
先
生
の
唄
を
畏
れ
ず
、
却

っ
て



後
世
の
笑
ひ
を
伯
る
。

敵
陽
脩
獄
、
『居
士
集
』
編
纂
時
に
他
で
も
な
く
後
世
の
人
々
を
強
く
意
識
し
た
。

即
ち
、

自
己
の
作
品
を
後
世

に
直
裁
か
つ
端
的

に
傳
え
た
い
と
い
う
氣
持
ち
が
、

一
心
不
鼠
に

『居
士
集
』
編
纂
に
没
頭
さ
せ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。
い
わ
ば
こ
う
し
た
精
神
力
に
よ

っ
て
、
彼
は
晩
年
の
膿
力
の
衰
え
を
凌
駕
し
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

っ
た
。

か
く
て
、
欧
陽
脩
は

『居
士
集
』
編
定
に
當
り
、
先
行
作
品
の
片
言
隻
語
も
お
6
そ
か
に
せ
ず
、
全
力
を
傾
注
し
て
そ
れ
ら
を
逐

一

検

討
し
直
し
た
。
そ
の
際
、
自
ら
の
納
得
で
き
な
い
作
品
は
、
悉
く
創
除
し
て
し
ま

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
世
の
人

々
が
か
か
る
作
品

を
丹
念
に
集
め
た
結
果
、
今
日
我

々
は

『居
士
外
集
』
中
に
、
そ
れ
ら
の
欧
陽
脩
が
胴
除
し
た
作
品
を
も
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
は
、
恐
ら
く
欧
陽
脩
に
と

っ
て
は
、
全
く
予
期
し
な
い
こ
と
だ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
我

々
は
後
人
に
よ

っ
て

『
居

士
外
集
』
に
牧
め
ら
れ
た
作
品
を
通
し
て
、
却

っ
て
欧
陽
脩
の

『
居
士
集
』
編
纂
の
意
圖
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、

彼
の
文
集
編
纂
の
意
圖
を
考
え
る
う
え
で
、
他
に
も
周
必
大
ら
の
校
勘
記
に
い
う
、
『居
士
集
』
所
牧
の
作
品
に
於
け
る
字
句
の

些
少
の
修
改
等
も
、
十
分
に
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
小
論
で
と
り
學
げ
た

「易
或
問
」
・
「
本
論
」
・
「
正
統
論
」
に
み
ら
れ

る
、
欧
陽
脩
の
大
幅
な
修
改
作
業
に
よ

っ
て
も
、
彼
の

『
居
士
集
』
編
纂
の
意
圖
が
如
實
に
窺
え
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
易
或
問
」
に
於
い
て
は
、
若

い
頃
の

『
易
』
に
樹
す
る
見
解
を
、
そ
の
後

一
層
襲
展
さ
せ
た
彼
が
、
『
居
士
集
』
編
纂

時
に
先
行
作
品
の
入
れ
替
え
を
行
な

っ
た
こ
と
に
よ

っ
て
、
自
己
の
見
解
を
克
明
に
纏
め
よ
う
と
意
圖
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
ま

た
、
「
本
論
」
の

一
篇
を
創
除
し
た
こ
と
は
、

欧
陽
脩
が

『居
士
集
』
編
纂
當
時
の
思
想
を
、

直
接
的
に
自
身
の
文
集
中
に
反
映
さ
せ

よ
う
と
し
た
と
言
、兄
る
。
更
に

「
正
統
論
」
に
於
い
て
は
、
若
い
頃
の
自
己
の
考
え
方
の
誤
謬
を
訂
正
し
、
今

一
度

先
行
の
作
品
を
整

欧
陽
脩
の

『居
士
集
』
編
纂
の
意
圖

(東
)
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理
し
直
そ
う
と
し
た
彼
の
意
圖
が
明
瞭
に
讃
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
か
か
る
修
改
作
業
こ
そ
、
ま
さ
に
欧
陽
脩
が
自
ら
の
考
え

を
、
よ
り
明
確
に
後
世
に
傳
え
よ
う
と
強
く
意
識
し
た
た
め
に
爲
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
は

『
居
士
集
』
中
に
自

40

 

己

の
正
確
な
見
解
を
牧
敏
し
た
の
で
あ
る
。

果
し
て
然
り
、
欧
陽
脩
の

『
居
士
集
』
は
、
今
日
ま
で
九
百
年
鯨

の
時
聞
の
経
過
に
も
色
槌
せ
る
こ
と
な
く
、
彼

の
深
い
智
慧
と
確

か
な
洞
察
に
満
ち
濫
れ
た
文
集
と
し
て
、
今
日
の
我
々
を
も
大
い
に
稗
益
す
る
知
的
遺
産
と
し
て
縫
承
さ
れ
て
い
る
。

(
一
九

八

八

・

一
〇

・
四

)

(
注
)

(
1
)
胡
何

の

「
欧
陽
文
忠
公
年
譜
」

で
は
、
そ

の
最
後

に
附
記

さ
れ
た

賊

に
於

い
て
、
「
居

士
集

五
十
巻
、
公
所
定

也
」
と
言
う
。

一
方

、

『
直
齋
書
録
解

題
』
巻

十
七
、
別
集
類

・
中

で
は
次
の
様

に
述

べ

る
。
「
居

士
集
、
欧
公
手
所
定

也
」
。

(
2
)
復

旦
學
報

(
社
會
科
學

)

一
九

八
五
ー

一
。
尚

お
、
先
行

の
欧
陽

脩
研

究

の
著
書

・
論
文

に

つ
い
て
は
、
拙
稿

「
殿
陽
脩
研
究
論
著

目
録
稿

」
(
『
中
國
文
學
論
集
』
十
六
、

一
九
八
七
)
参
照
。

(
3
)

『
居

士
集
』
各
巻
末
に
は
、
「
男
獲
等
編
定
」
と

い
う
記
述

が

あ

る
。

こ

れ

は
、

後
述

す
る
様

に
欧

陽
脩

が
晩
年

に
眼
疾
等

を
患

い
、
文

集
編
纂

に
困
難

を
來

た
し
て
お
り
、
從

っ
て
欧
陽
脩

の
息

子
獲

ら
が

そ
れ
を
手
傳

っ
た
た
め
だ
ろ
う

と
思

わ
れ
る
。
た
だ
、

欧
陽
脩

の
文
集

で
あ

る

『
居
士
集
』

は
、
あ
く

ま
で
欧
陽
脩

の
意

向

に
そ

っ
て
編
纂

さ
れ
た

の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

(
4
)
小
論

で
は
、

テ
キ
ス
ト
と
し
て
天
理
圖
書

館
に
所
藏

さ
れ
て
い
る

周
必
大
編
集

の
南
宋
刊
本

『
欧
陽
文
忠
公
文
集
』
を
用

い
、
適

宜

四
部
叢
刹
本
を
参
照

し
た

。

(
5
)
欧
陽
脩

の
年
譜
を
制
作
し
た
南
宋

の
胡
何
は
、
ま
た
欧
陽
脩

の
大

部
分

の
作
品

の
制
作
年
も
推
定
し
て
お
り
、
そ
れ
は
今

『
欧
陽
文

忠
公
文
集
』

の
目
録
部
分

に
附
記
さ
れ

て
い
る
。

((
76
))

 

(
8
)

『
中
國
文
學
論
集
』
十
六
、

一
九
八
七
年
。

『
居
士
集
』

で
は
、

「
正
統
論
」
關
係

の
作

品
は
、

巻

十
六
と
巻

十
七
に
牧
め
ら
れ
て

い
る
。
巻
十
六
に
は

「
正
統
論
」
序
論

・
上

・
下

・
「
或
問
」
が
、

そ
し

て
巻
十
七

に
は

「
魏
梁
解

」

が
そ
れ

ぞ
れ
牧
録
さ
れ

て
い
る
。

た
と
え
ば
、
後
述
す
る
様

に

「
或
問
」
と

『
五
代
史

記
』
の
記
述



の
類
似

、
あ
る
い
は
慶

暦
四
年
以
前
に
作

ら
れ
た

「
明

正
統
論

」

と
、
「
或
問
」

・

「
魏
梁
解
」

に
於
け

る
梁

に
樹
す

る

見

解

の
相

違
、
更

に
は
B
群

の
作
品
が

『
宋
文
梓
』

に
牧
録

さ
れ

ズ
い
な

い

と
い
う

こ
と
等
を
考

え
合
わ
せ
る
と
、
A
群

の
作

品
の
後

に
B
群

の
作
品
が
作

ら
れ

た
の
は
聞
違

い
な
い
。

(
9
)
た
だ

こ
れ
に
は
少

し
く
経
緯
が
あ

り
、
慶
暦
四
年
以
後

に
作
ら
れ

た
B
群

の

「
或
問

」

・

「
魏
梁
解
」

の
中

で
は
、
既

に
梁

に

つ
い

て
の
み
正
統

で
は
な
い
と
言
及

し
て
い
た

。
從

っ
て

「
正
統
論
」

下

は
、

こ
う
し
た

「
或
問
」

・

「
魏
梁
解
」

の
見
解
を
更

に
五
代

全
瞳

に
敷
術

さ
せ
た
も

の
と
思

わ
れ

る
。

(
10
)
注

(
5
)
参

照
。

(
11
)

ち
な

み
に
、

「
魏
梁
解
」

に
於

い
て
は
、

魏
及
び
梁

に
封
す

る
見

解

の
み

で
、
五
代
全
髄

に
封
す
る
言
及
は
な

い
。

つ
ま
り
、
晩
年

に

「
正
統

論
」
を
書

き
替
え
た
際

に
、
初
め
て
五
代

全
饅

に
論

及

し
た

の
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
重
澤
俊
郎
氏

は

「
欧
陽
脩

の
正
統

論
」
(
東
方
學
會
創
立

二
十

五
周
年

紀
念

東
方
學
論
集
、

一
九

七

二
)
の
な

か
で

「
欧
陽
脩

の
正
統
問
題

を
主
題

と
す

る
論
説

は
、

は
じ
め
七
篇

に
分
け
て
述
べ
ら
れ
た
も

の
が
、
後

に
現
在

の

「
正

統
論

」
三
篇

の
形

に
改
編

さ
れ
た
も

の
と
見

ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
内
容

上

の
本
質
的
な
攣
化
は
な

い
。
」

と
述

べ
て
お
ら
れ

る
。

こ
の
所
説

は
、
既

に
小
論

の
考
察

か
ら
明

ら
か
な
様

に
少

し
く
訂

正
を
要
す

る
と
思

わ
れ

る
。
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